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省庁・自治体の障害者雇用は   
共生・共働社会を拓くか 

共に働く街を創るつどい２０１９に向

けて 

■ 水増し解消の雇用はどこに帰結する

のか 
昨夏の「障害者雇用水増し問題」を機に、省

庁・自治体の多くは「自力通勤・介助者なし職

務遂行」の受験資格や「身体障害者のみ」とす

る欠格条項を廃止しました。 

しかし、昨秋中央省庁が採用した３千人余り

の障害者のうち、１６１人が８ｹ月間で離職した

ことが明らかになりました。その多くは非常勤

等の職員と伝えられます。 

これまで受け入れて来なかった精神障害者や

知的障害者を採用するにあたり、まずは臨時・

非常勤等の形で受け入れながら、どのような形

で共に働く環境を整えてゆくかを探ってゆこう

というプロセス自体は了解できます。ただ、そ

のためには、採用にあわせて、配属する部署の

可否、合理的配慮、雇用の継続、ステップアッ

プの機会提供等について、できる限りオープン

な検証の場を設けて進めてゆくことが問われて

いるにもかかわらず、著しく立ち遅れているの

ではないでしょうか。来春から始まる会計年度

任用職員の制度との関連も含めて、考えたいと

思います。 

また、そもそも長年にわたり正規職員として

採用されてきた身体障害者については、どのよ

うな合理的配慮が積み重ねられてきたのでしょ

うか。個人情報保護等の理由で明らかにされな

いことが多いこともあり、「建設的対話」も不十

分なままで、配属された職場の同僚は「負担」

と感じ、本人はいづらさが増して辞めてゆくと

いった悪循環に陥ってはいないでしょうか。 

「自力通勤・介助者なし職務遂行」という受

験資格を撤廃したことについても、介助が必要

な重度障害者を職場に迎えることがイメージで

きているとは思えません。しかし、舩後さん、

木村さんが国会議員となり、厚労省もついに就

労時の重度訪問介護利用を検討し始めている状

況を踏まえ、具体化への一歩をそれぞれの場で

進めてゆく必要があります。 

さらに、省庁・自治体の公共サービスの一部

は、委託や指定管理の形で民間によって行われ

ています。この公共サービスの現場において

も、共に働く環境をどう広げてゆくのかが問わ

れています。 

 

■ 「過去最高の障害者雇用」と「福

祉拡充」の中身とは 
省庁・自治体の障害者雇用は、民間企業等の

雇用のお手本として位置付けられているにもか

かわらず、「水増し」によって一挙に信頼が失わ

れました。 

いっぽう民間の場合、「水増し」など不可能

で、毎年過去最高の雇用を更新し、福祉サービ

スも年々拡充しています。その中で、いま障害

者とのつきあいを避けながら雇用率だけは達成

できるよう、大企業の雇用率を代行する人材ビ

ジネスが急成長しています。そのひとつ㈱エス

プールプラスの貸農園は、利用企業２５０社、

千葉、愛知、埼玉で１４００人の障害者を「雇

用」しているとのことです。 

また、一昨年から昨年にかけて、岡山、広島

などで就労継続 A 型事業所を経営する「あじさ

いの花」グループが４００人、「フィル」が１７

０人の障害者を解雇しました。経営破綻が理由

とされますが、「うなぎ養殖」と称して金魚すく

いをさせたり、「IT の仕事」と称して TV ゲーム

をさせていたといわれます。 

ほかに障害福祉サービスでは、就労継続 B

型、就労移行支援、放課後デイ、グループホー

ムなど多方面にわたり、「半年で元が取れます」

などと銘打って人材サービス企業等に向けた新

規参入のためのセミナーが繁盛しています。 

障害があってもなくても共に育ち、共に働

き、共に暮らす社会へ向けての積み重ねではな

く、「数合わせ」のため、一時の投資のためだけ 

で、あとは野となれ山となれといったビジネスが 

横行しつつある状況です。 
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ちろんこうした例はまだ一部にとどまっています

が、徐々に増えていくのではないかと危惧されま

す。ここ２０年、障害のある子やひとり親家庭の

子、外国籍の子など、子どもたちの育つ場が細か

く分け隔てられ、別々のコースで大人になった同

士は社会に出てもどうつきあっていいかわからな

いという、社会の分断化の傾向が強まっていま

す。 

だからこそ、さまざまな支援制度ができてき

ましたが、その制度の用い方次第ではかえって

分け隔てられ、さらなる支援が必要になる状況

を招いています。こうしたいわば「支援難民」

に目を付けたのが、雇用率代行ビジネスやサー

ビス報酬目当ての福祉人材ビジネスでした。 

 

■ 省庁・自治体の施策を自らの職場

で検証する 
「水増し」発覚を機に、あらためて省庁・自

治体の障害者雇用が民間の「お手本」になると

いう意味が問われています。 

省庁・自治体は「大きな事業所」としてある

だけでなく、「施策の担当者」でもあります。 

民間がさまざまな障害者を受け止めて共に働

く上での環境整備を進め、個々の障害者と共に

働くための合理的配慮を行いやすくするために

新たな施策を立案したり、既存の施策を運用し

やすくすることも、省庁・自治体の役割です。 

そのためには、民間の状況を適確に把握する

必要があります。 

これまでの「つどい」や「総会記念シンポジ

ウム」では、重度障害者も生活困窮者も、さま

ざまな就労困難者が地域の中で一緒に働く事例

を紹介し、支援のありかたを考えてきました。 

今回、「支援難民」をターゲットとした「数合

わせビジネス」を新たに問題としたのは、既存

の施策が必ずしも有効に働いていないことを示

すためです。「数合わせビジネス」を成り立たせ

る「支援難民」の現実を見据えたいからです。 

「支援難民」とは、「支援から排除された難民」

ではなく「支援により難民にされた人」です。

難民キャンプのようなビニールハウス村であっ

ても、最低賃金をもらえるのだからと、S 市は

「ソーシャルファーム」とお墨付きを与えて、

協定を結んだのです。 

障害者雇用促進法と総合支援法を柱にした障

害者雇用・就労の地域での実態が、「支援難民」

と「数合わせビジネス」に行き着いていること

を踏まえれば、省庁・自治体が自らの職場での

障害者雇用のあり方を見直し、障害のない（と

される）他の職員たちと一緒の職場で共に働く

ための環境整備と合理的配慮を探ってゆくこと

は役所内だけでなく地域全体の課題となりま

す。 

 

■ 支援・介助…そして共生 迷いな

がら手探りを 
木村、舩後議員の登場で、厚労省はこれまで

切り捨ててきた重度障害者の就労時の介助につ

いて、具体的な検討に入ったとされます。「就労

中にもトイレに行きたい」という当然のことを

これまで「事業主の責務」として現実には否定

してきた不当性が明るみに出てきました。 

障害者雇用促進法の納付金による事業主への

助成金にも「職場介助者」の制度があります

が、ごく限定的で「障害者の指示に基づく文書

の作成とその補助業務」、「障害者の指示に基づ

く機械の操作、コンピュータ入力とその他の補

助業務」、「障害者の業務上外出の付添い」など

しか認められません。申請手続きも厳しく、こ

の制度の存在が重度障害者の就労を阻む口実に

なっていたといえます。 

支援や介助の制度は必要不可欠ですが、その

制度をお墨付きにして人々を分けたり、隔離し

たりすることにつながっていないでしょうか。

分けることによって同等になったから「共生」

だといいくるめていないでしょうか。分けられ

ること、分けること、息苦しい悪循環から抜け

出るために、一緒に迷いながら手探りを始めま

せんか。 
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自己紹介：越谷市職員組合元委員

長、現在は越谷地域公共サービス

ネットワーク議長 

■障害者雇用政策における自治体の立場とは。 

職場参加の次のステップとして障害者雇用という

問題がある。①積極的な・模範的な使用者という立場

と、②市内の企業や団体に障害者の雇用と条件など労

働政策をよくしていこうとする行政の立場がある。①

が直接雇用。②に関わるのが間接雇用。 

 

■間接雇用―公契約条例の意義とこれから 

段階的にだが、間接雇用は安定してきた。雇用の対

象を拡げて、単年度だったものを３年間の長期継続契

約にした。指定管理者制度も指定期間を３年から５年

にした。だが、契約上複数年にするだけだったので、

雇用の不安は消えない。リサイクルプラザは、資源化

施設、啓発施設、業務施設の３つに分かれている。資

源化施設はほとんど委託職員。今、障害者は手選別ラ

インで７名で対応している。 

ここで一人当たりの委託料が 2004 年に 100 だった

ものが、2007 年には 59 まで下がり、3 年間で 40％減

になった。06 年の時、入札変更(競争)による業者変更

があったため。そこで組合を作って少しはよくなった

のだが、賃金も急激な下がり方をした。Ｃさんという

障害者は、05 年には 17 万円もらって一生懸命働いて

自活していたが、06 年には賃金が 10 万に。仕事で使

う手袋まで自費になった。その会社は障害者と一生懸

命やっている会社だと言うので、「適正な入札金を出

してもらいたいので、労働組合を作ったのでぜひ参加

してください」と言ったら、「それは入札妨害か、ヤク

ザみたいなやつだな」と返してくるような会社だった。 

2017年から公契約条例が施行され、賃金の下限額を

公的に決めることになり、委託料のダンピンはできな

くなった。 プールの吸い込み口にはまって子供が亡

くなったふじみ野市の事件でも、どんどん入札金額を

下げるものだから、できない会社ができる会社に勝手

にやれよと丸投げの形になっていた。これはおかしい

よ、というのが公契約条例を作る時のベースになった。 

越谷市の条例には、社会的価値として障害者雇用、

環境、安全等が謳われているが、賃金のように具体的

な決まりはない。そこは市民サイドで問題提起してい

ただきたい。 

■直接雇用―臨時・非常勤と会計年度任用職員 

次に直接雇用について。2017年に地方公務員法が改

正され、現在の非正規職員の多くに対し、「会計年度任

用職員」という制度が来年から実施される。雇用期間

を 1 年以内と限定。「再度の任用ができる」とし「更

新」とはせず、長期継続していても毎年 1ケ月間の「条

件付き採用期間」を新設。 

 越谷市には 1270人の非正規職員がいる。病院、学童

保育などはすごく多い。３つのタイプがあり、①代替

型…正規職員を抑制するのでしょうがなく入れてい

る。②補充型…どんどん仕事は増えているため。③専

門職型…学童保育の指導員など、どんどん専門職化し

ている。それでも一人も正規職員がいない。 

総務省は４９万人が会計年度任用職員になると想

定しているらしい。市役所のほとんどのところを民間

に任せてしまおうという動きが出てきている。改定の

問題点として、任期の法制化が一番大きい。雇用継続

の取組への足かせになる。 

 越谷市は、任期が恒常的なものについては労働協約

を結んでいる。任期のない雇用形態というのは今の法

体系にはないので、やむをえず２年だが 65 歳までち

ゃんと雇用を保障するような労働協約を結んだ職員

が 450人くらいいる。越谷市の制度設計で、政府がや

らないのだったら役所で独自でやりましょうという

考え方になった。昔は１年雇用が繰り返しされていた。

不安の声が大きく、そういうのはやめて自動的に更新

していきましょうということで、保育士など継続性の

ある職場の人たちは、条件を①職の継続性があること、

②継続性雇用を義務づける、③仕事は本格的業務と、

３点セットで制度設計した。現行の非常勤職員制度を

会計年度任用職員制度に移行させることは「２年から

１年になる」という単純な話ではなく、越谷市の労働

政策(雇用安定策)を大きく後退させることにつなが

るものである。 

箕面市は学童保育の支援員や郷土資料館の学芸員

など、人材確保が困難で、ライフスタイルに合った働

き方の選択が必要ではないかとして、任期の定めのな

い短時間勤務職員制度を条例で制定できるようにと

総務省に求めているが、総務省は門前払いしている。 

 

第 54回 共に働く街を拓くべんきょう会 
市役所で働く人た

ちー正職・非正規・

民間・・・その働き方

と社会のありかた 
―山下弘之さんのお話 

 

 

2019.9.13(金) ＠越谷市中央市民会館 
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早く目覚めてしまいました。 

 文句を言う余裕もなかったと後になって気

づきました。でも、何十年振りかで見た朝日

は、ダイヤモンドでした。 

 15 日にせんげん台「世一緒」に行ったら床

上浸水で汚染されていて、一日中大掃除でし

た。 

ところで、私は避難生活のストレスで体調

を崩し、回復に２週間以上かかりました。 

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

2019 年度会費、寄付などをいただきました。ありがとうございました。（敬称略） 

【２０１９年度会費】 

会沢完、青木繁明、阿久津康仁、朝日 雅也、石田貴美子 伊藤紀康、今井 和美、内野かず子、

大坂富雄、大武 昭、大塚眞盛、沖山稚子、尾谷英一、黄川田仁志、癸生川新一、小森陽子、佐々

木洋子、佐藤恵美子、清水泰代、鈴木照和、高瀬勇、竹迫和子、巽孝子、巽優子、谷崎恵子、津崎

悦子、友堅 由紀恵、中山佐和子、並木理、野村康晴、長谷川顕、原和久、原田真弓、樋上 秀、

日吉孝子、正木敬徳、松田典子、水谷淳子、山川百合子、山﨑かおる、山﨑 有子、山﨑泰子、山

下浩志、山本正乃、吉田久美子、吉原広子 

【寄付】 

大家けい子、直井利雪、倉橋綾子、平野栄子、イオンせんげん台店、山下弘之、吉田久美子、山下

浩志、水谷淳子、この他匿名の方からもいただきました。 

【かきくけプロジェクト協力会費】 

松山美幸

   

就
労
移
行
「世
一
緒
」
の
窓
か
ら 

       

 １０月１２日（土）、午後になって突然、息

子からＳＯＳがありマンションに駆けつけま

した。夜中になると「中川が決壊するから避

難をしよう」と言い出しました。私は「まだ

決壊してないよ」と返すと「決壊してからで

は遅い！！逃げ遅れて溺れてしまう」と怒り

だしてしまいました。娘と３人（母親は能登

にいる親の遠距離介護で不在でした）で中央

中学校に避難しました。暴風雨の中、歩いて

行ったのでずぶ濡れになってしまいました。

300 人ほど避難していました。浸水を警戒し

て 2 階が避難所になっていました。床が固い

のと寒いのとでなかなか寝つかれず、また朝

早く目覚めてしまいました。 

 文句を言う余裕もなかったと後になって気

づきました。でも、何十年振りかで見た朝日

は、ダイヤモンドでした。 

 15 日にせんげん台「世一緒」に行ったら床

上浸水で汚染されていて、一日中大掃除でし

た。 

ところで、私は避難生活のストレスで体調を崩

し、回復に２週間以上かかりました。 

未曾有の台風１９号 

避難所初体験          

 

 

 

     高瀬勇 
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2019 年１１月７日朝刊 

 

  
 山田記者は、12 月 8 日(日)の共に働く街を創るつどい２０１９「省庁・自治体の障害者雇用は 

共生・共働社会を拓くか？」に、パネリストとしてご登壇いただきます。10 月 8 日の朝刊（東京本

社発行）の記事も併せて同「つどい」の資料集に掲載予定です。 
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●水辺の市含む火曜に就労移行が出店 

 就労移行「世一緒」では、発足直後はせんげん台の

店頭だけで販売していた無農薬野菜や自主製作の革

財布などを、第 2 週の越谷水辺の市を含む毎週火曜に

越谷市役所東の平和橋たもとのウッドデッキで販売

しています。障害者就労で継続のカギは人間関係とよ

く言われますが、それはリクツでなくお互いに慣れる

しかないこと。こんな街角の出会いの積み重ねはとて

も大事です。 

越谷においでの節はぜひお立ち寄りを！ 

●県交渉で障害者雇用の実態伝える 

 
8 月 29,30 日の埼玉障害者市民ネットワーク主催の

総合県交渉で、世一緒ファシリテーターの日吉さんと

スタッフの水島さん、癸生川さん、手話リーダーの橋

本さんがプレゼン。別々の場に振り分けられていく現

状に抗して、就労・職場参加を進めながら共に生きて

いる様子を伝え、施策の見直しを訴えました。 

●真夏、秋、冬への水上公園花壇整備 

写真は真夏のプールの季節に熱中症を気遣い 

ながらしらこばと水上公園で花壇の除草を行った 

時の様子。夏休みが終わり静かになった花壇で除 

草、切り戻しと秋の花を補充し、花たちは直撃し 

た台風にも耐えて咲き続けました。 

 そして 11 月、いよいよ厳しい冬を越えて春爛漫 

の公園を演出してくれるパンジー、ビオラの小さ 

な苗を迎えるための地拵えと移植作業が本格的に 

始まります。あなたも一緒に働きませんか。 

●しらこばと笛，ガーヤちゃんの蔵屋敷に 

東越谷の世一緒で毎週金曜午後行っている Love 
Shirakobato プロジェクトは、ひな源・山崎氏創作の
しらこばと笛の絵付けと販売・普及を通して、自然
と街の共生を探っています。 
春から初夏にかけて絵付けした作品を PR 中。この

ほど観光協会のご協力により、越谷駅前の観光物産
拠点「ガーヤちゃんの蔵屋敷」（写真）で販売できる
ようになりました。また同駅西口に近い絵本館にも
出品させていただいています。ごひいきにどうぞ！ 

 

●越谷市民まつり、今年も大にぎわい 

10 月 27 日、越谷市民まつりに今年も出店しまし
た。いつものリサイクル品と飲物のほか、今年はし
らこばと笛と革細工という二大自主製品販売にも力
を入れた結果、たくさんお買い上げいただきまし
た。ありがとうございました。 
市役所周辺で行われる市民まつりの出店エリアは

三つあり、私たちのいた市民団体出店エリア、露天
商エリア、そしてフリーマーケットエリアで、いず
れもにぎわっていました。 
他に子ども向けのヒーローショーやミニバイク、

スーパーカーなど。市内各学校の演奏や踊りなども
同時並行で。中央市民会館の展示も楽しめました。 

 

職場・地域ひろがりつうしん 
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の
か
ぶ
式
会
社
Ī
で
は
た
ら
い
て
い

ま
す
。
主
に
ピ
ッ
キ
ン
グ
作
業
で
が
ん

ば
っ
て
い
ま
す
。
Ｐ
Ｃ
も
が
ん
ば
り
た

い
と
思
い
ま
す
。
が
ん
ば
り
ま
す
。

 

 

  

青
木 

繁
明 

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
に
住
ん
で
最
初
の

頃
は
、
月
曜
日
以
外
は
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
以

外
は
余
り
や
る
こ
と
が
、
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
時
お
り
、
え
ん
に
い
っ
て
、
と
う

し
ゃ
ば
ん
を
か
り
て
印
刷
し
た
り
し
て

い
る
こ
と
と
、
ポ
ス
テ
ィ
ン
グ
ぐ
ら
い
し

か
な
く
、
二
年
位
、
た
っ
て
か
ら
畔
柳
君

代
さ
ん
に
料
理
お
し
え
て
も
ら
う
位
で

し
た
。
よ
く
、
雑
学
だ
か
ら
と
言
う
こ
と

が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
金
銭
的
な
こ

と
で
、
西
屋
さ
ん
に
帳
面
に
レ
シ
ー
ト
を

は
り
、
け
い
さ
ん
を
し
た
り
し
て
、
見
せ

て
い
ま
し
た
。
早
川
さ
ん
が
、
引
き
継
ぎ
、

デ
イ
ケ
ア
で
も
二
度
見
て
も
ら
い
ま
し

た
。
計
算
は
十
円
未
満
の
誤
差
が
あ
っ
た

り
し
注
意
さ
れ
直
し
た
り
し
ま
し
た
。
そ

の
後
、
西
屋
さ
ん
と
畔
柳
さ
ん
が
痔
の
手

術
の
時
三
国
病
院
に
見
舞
い
に
来
ら
れ
、

み
か
ん
を
差
し
入
れ
て
く
だ
さ
い
ま
し

た
。 そ

の
後
22
号
棟
か
ら
１
号
棟
508
号
に

移
り
ま
し
た
。
５
の
22
棟
の
後
半
に
、
社

会
へ 

 

〒344-0023 埼玉県越谷市東越谷 1-1-7 須賀ビル 101 世一緒内（ハローワーク斜向かい） 

048-964-1819（fax 共） shokuba@deluxe.ocn.ne.jp  http://www5b.biglobe.ne.jp/~yellow/ 

ＮＰＯ法人障害者の職場参加をすすめる会 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

久
保
田 

栗
子 

 

今
日
会
社
休
み
で
世
一
緒
来
る
機
会

が
あ
り
ま
し
た
。
10
時
前
に
世
一
緒
に
着

き
ま
し
ょ
う
て
思
い
ま
し
た
。
10
時
55
分

お
そ
く
な
っ
ち
ゃ
っ
た
ら
、
今
日
家
の
掃

除
で
の
ん
び
り
し
ち
ゃ
い
ま
し
た
。
時
間

が
の
ん
び
り
し
ち
ゃ
っ
た
ら
、
10
時
半
す

ぎ
に
、
間
ち
が
え
て
お
そ
く
な
っ
て
出
発

し
て
し
ま
い
ま
し
た
時
間
ま
ち
が
え
た

か
ら
失
ぱ
い
し
ち
ゃ
っ
て
お
そ
く
な
っ

ち
ゃ
い
ま
し
た
。
ご
め
ん
。
で
も
早
く
来

る
っ
て
事
わ
か
る
よ
。
で
も
世
一
緒
の
人

み
ん
な
と
会
え
て
よ
か
っ
た
で
す
。
世
一

緒
の
人
み
な
さ
ん
と
一
緒
に
会
え
る
の

楽
し
い
で
す
。
奥
高
三
郎
さ
ん
と
会
い
た

か
っ
た
の
に
。
会
え
な
く
て
ざ
ん
ね
ん
で

し
た
。 

今
私
は
、
足
が
い
た
い
の
完
全
に
治
っ

て
な
い
で
す
。
足
ふ
と
も
も
は
完
全
に
治

っ
て
な
い
か
ら
、
マ
ラ
ソ
ン
は
走
っ
て
な

い
で
す
。
今
度
は
12
月
６
日
金
曜
日
は
南

越
谷
独
協
病
院
の
通
院
に
行
き
ま
す
。
マ

ラ
ソ
ン
走
っ
て
い
い
か
ど
う
か
で
す
。
先

週
の
土
曜
日
明
南
の
う
ん
ど
う
会
が
あ

り
ま
し
た
。
み
ん
な
で
う
ん
ど
う
会
見
に

行
き
ま
し
た
。
楽
し
か
っ
た
で
す
。 

 
 

 

  
 

山
﨑 

有
子 

Ａ
型
で
週
２
日
で
す
け
ど
、
八
潮
市

の 

世
一
緒
ス
タ
ッ
フ
日
記 

み
ん
な
と
会
え
て
よ
か
っ
た 

ボ
ー
ル
の
テ
ー
プ
付
け
を
や
り
ま
し
た
。
古

橋
さ
ん
と
服
部
さ
ん
と
高
橋
さ
ん
に
働
い

て
も
ら
い
ま
す
。 

制
作
帳
で
か
り
と
め
と
本
と
め
を
や
り

ま
し
た
。
オ
ム
ツ
の
ち
ら
し
枚
数
数
え
た
り

ふ
う
に
ゅ
う
で
テ
ー
プ
ど
め
を
や
り
ま
し

た
。
Ｐ
ボ
ー
ド
で
折
り
を
や
っ
た
り
ふ
う
に

ゅ
う
で
テ
ー
プ
ど
め
を
や
り
ま
し
た
。
Ｐ
ボ

ー
ド
を
運
ん
だ
り
し
ま
し
た
。
じ
ゅ
う
き
を

や
っ
た
り
テ
ー
プ
ど
め
を
は
っ
た
り
し
ま

し
た
。
の
ぼ
り
で
よ
う
じ
棒
を
入
れ
た
り
し

ま
し
た
。
う
さ
ぎ
さ
ん
２
段
折
り
を
折
っ
た

り
し
ま
し
た
。
か
る
た
の
枚
数
を
数
え
た
り

し
ま
し
た
。
工
場
長
へ
荷
物
を
運
ん
だ
り
し

ま
し
た
。 

仕
事
は
時
間
早
く
な
り
ま
し
た
。
４
時
間

に
な
り
ま
し
た
。 

   

 

カ
ト
ウ
ユ
カ
リ 

 

① 

頑
張
り
た
い
事 

・
ダ
イ
エ
ッ
ト
。 

・
自
分
の
思
っ
て
い
る
事
を
は
っ
き

り
言
え
る
よ
う
に
な
る
。 

② 

で
き
る
よ
う
に
な
り
た
い
事 

・
一
つ
の
事
を
考
え
す
ぎ
な
い
。 

・
相
手
の
状
況
を
考
え
て
の
発
言
。 

・
た
え
る
力
を
つ
け
る
。 

 

世
一
緒
で
は
、
障
害
や
病
気
そ
の
他
の
状
況
に
よ
る
働
き
づ
ら
さ
を
、
他
の
人
々
と
共
有
し
生
き
る
た
め
に
し
て
生
き
る
た
め
に
、
世
一
緒
に
関
わ

っ
て
い
る
人
た
ち
を
「
ス
タ
ッ
フ
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
サ
ポ
ー
タ
ー
（
非
常
勤
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
）
の
支
え
を
受
け
て
、
世
一
緒
の
当
番
（
ピ
ア
サ
ポ

ー
ト
実
習
）
や
「
語
る
会
」
、
身
近
な
地
域
で
必
要
と
さ
れ
る
仕
事
（
花
壇
整
備
、
除
草
、
ポ
ス
テ
ィ
ン
グ
）
の
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
等
も
し
て
い
ま
す
。

元
ス
タ
ッ
フ
等
か
ら
の
近
況
報
告
も
紹
介
し
ま
す
。
な
お
２
０
１
８
年
４
月
か
ら
は
せ
ん
げ
ん
台
に
就
労
移
行
支
援
事
業
所
「
世
一
緒
」
が
開
所
し
ま

し
た
。
こ
ち
ら
は
制
度
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
職
員
が
お
り
、
通
所
２
年
の
間
に
一
般
就
労
へ
の
支
援
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
場
と
な
っ
て
い
ま
す
。
当

会
は
定
め
ら
れ
た
支
援
も
ち
ろ
ん
、
自
主
事
業
の
世
一
緒(

越
谷)

と
連
携
し
て
、
多
様
な
就
労
や
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
も
可
能
な
展
開
を
め
ざ
し
ま
す
。 

会
へ
、
普
通
の
生
活
が
し
た
く
な
り
501
棟

に
入
っ
て
か
ら
も
、
気
持
ち
が
強
く
な

り
、
現
在
の
団
地
に
入
居
。 

毎
日
が
忙
し
く
部
屋
の
片
付
中
で

す
。
ケ
イ
タ
イ
を
も
っ
て
か
ら
送
信
多

大
で
す
。 

  

  

土
田 

洋
子 

毎
日
仕
事
に
い
っ
て
ま
す
。 

う
ち
の
母
は
時
々
目
が
み
え
な
く
な

り
ま
す
。
お
に
い
ち
ゃ
ん
は
時
々
み
ん
な

の
よ
う
す
を
見
に
き
ま
す
。
お
に
い
ち
ゃ

ん
は
ま
ち
や
に
い
ま
す
。 

 

  

柴 

哲 

松
村
さ
ん
と
柳
澤
さ
ん
と
笹
原
さ
ん

と
高
島
さ
ん
と
栗
原
さ
ん
と
高
橋
さ
ん

と
大
島
さ
ん
と
栗
原
さ
ん
と
吉
崎
さ
ん

と
板
倉
さ
ん
と
小
崎
さ
ん
と
森
谷
さ
ん

と
若
尾
さ
ん
と
新
坂
さ
ん
と
小
藤
さ
ん

と
青
木
さ
ん
と
高
須
賀
さ
ん
と
秋
元
さ

ん
と
佐
藤
さ
ん
と
岩
渕
さ
ん
と
い
っ
し

ょ
に
ポ
ッ
プ
ワ
ー
ル
ド
プ
ラ
ス
へ
行
き

ま
し
た
。 

オ
ー
ト
ク
ッ
チ
ュ
ー
ル
の
箱
と
ダ
ン 

⑩ 

私
の
仕
事
と
母
と
兄 

音
楽
バ
カ
の
私
の
ね
が
い 

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
か
ら
独
立
！ 

二
〇
一
九
年
十
一
月
十
四
発
行
（
毎
月
十
二
回 

二
と
四
と
六
と
八
の
日
） 

通
巻
四
八
三
七
号 

一
九
九
四
年
八
月
二
十
四
日
第
三
種
郵
便
承
認 

発
行
人 

埼
玉
県
障
害
者
団
体
定
期
刊
行
物
協
会 

〒
３
３
３‐

０
８
５
１ 

川
口
市
芝
新
町
十
五―

九 
ア
ス
テ
ー
ル
藤
野
１
Ｆ 

が
ん
ば
っ
て
い
ま
す 

こ
ん
な
風
に
働
い
て
い
ま
す 
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